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雇用は、期限の定めのない直接雇用、均等待遇が原則 

 パート法の抜本改正とあわせて、有期労働の法制化をめざそう！ 

厚生労働省にて、労働政策審議会第 94 回労働条件分科会が、11/24（木）9 時から 12 時

まで開催され、公労使委員 27 人中約 24 人、事務方約 10 人、傍聴者約 40 人が参加しまし

た。労働条件分科会では、昨年 9 月に「有期契約研究会」がまとめた報告書をもとに、法規

制について議論しています。12 月にはとりまとめをおこなう予定ですが、報告書の中でも「有

期労働契約の不合理・不適正な利用の実態についての認識も一致をみていない」となってお

り、年内のとりまとめはかなり困難な状況となっています。 

今回は、前回（11/8）の分科会で、こんごの論点として提起された 5 点のうち、論点 1～3

と論点 4の冒頭を議論しました。労働者側委員は「雇用は無期契約が原則だ、1700 万にとも

言われている有期労働者が安心してはたらきつづけられるようにすることが今求められて

いる」と主張する一方、使用者側委員は「企業を活発にし、企業を海外に出させない、雇用

をふやすことが重要、この国で今規制を強めることが疑問だ」との主張に終始し、なかなか

意見がまとまらない状況です。 

論点 1（入口規制）と論点２（出口規制）は、労側は「合理的根拠がない場合は無期雇用

とすべし。合理的な理由として 7点提起した。主たる生計者や若者が有期ではたらかざるを

得ない実態もあり、規制は必要。入口規制と出口規制はセットですべき」と主張、使側は「規

制は反対だ、疑問だ。若者の雇用創出と規制の問題はわけて議論すべき」と主張。事務方よ

り、韓国の法規制後の実態を「2011 年 8 月では、期間満了者のうち、契約終了 53.3％、正

規化 26％、継続雇用 19.5％となっている。適用前と後の変化はわからない」と報告。公側

委員は「複線型の人事管理は可能、安定性や発言力はでてくる。ぴかぴかな正社員に全員を

する必要はないと考える」との意見が出され、座長が論点１と２は空中戦でかみあわず、具

体的にならない。事務局とつめていくとしました。論点３（雇いどめ）では、労側が「雇い

どめ法理は、個別紛争にも十分に使える。法制化をめざしたい」と主張しましたが、全くか

みあいませんでした。 

雇用は、期限の定めのない直接雇用、均等待遇が原則です。このことを法制化させること

が、こんごの日本の未来につながります。パート法の抜本改正とあわせて、有期労働の法制

化をめざしていきましょう。 

 

有期規制の５つの論点 

 ①有期労働契約締結への対応―入口規制 

 ②長期にわたる反復継続への対応 （無期への転換のしくみ）－出口規制 

 ③雇いどめ法理－更新時のルール 

 ④期間の定めを理由とする不合理な処遇解消―有期を理由とする不利益取り扱いの禁止、 

 ⑤その他必要手続き―契約更新の判断基準を労働契約の内容とすること 

生協労連は「パート法改正を求める 10万人」署名にとりくみます！ 
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